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「更新料条項は無効」だとして消費者団体訴訟を起こした。
２０１０年１０月３０日（土）京都新聞・朝日新聞　　　

ＵＳＡＧＩ通信はメールでの送信も可能です！！

弊社ホームページhttp://3215.co.jp/からメールアドレスをお知らせ下さい。


